
柳総第  １５６  号 

令和７年１２月５日 

市議会議員 様 

柳井市長  井 原 健太郎 

 

市議会定例会の招集について 

このことについて、別紙告示写しのとおり招集したので通知します。 

現在までに提出を予定している事件は、下記のとおりであります。 

記 

議案第５０号  柳井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について 

議案第５１号  柳井市開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について 

議案第５２号  柳井市弓道場条例の制定について 

議案第５３号  柳井市武道館等に関する条例の全部改正について 

議案第５４号  柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び柳井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

議案第５５号  柳井市事務連絡委託費交付条例の一部改正について 

議案第５６号  柳井市基金条例の一部改正について 

議案第５７号  柳井市手数料条例の一部改正について 

議案第５８号  柳井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

議案第５９号  柳井市市有林野条例の一部改正について 

議案第６０号  柳井市下水道条例の一部改正について 

議案第６１号  柳井市農業集落排水施設条例の一部改正について 

議案第６２号  柳井市大畠総合センターの指定管理者の指定について 

議案第６３号  柳井市平郡デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

議案第６４号  柳井市大畠観光センターの指定管理者の指定について 

議案第６５号  アクティブやないの指定管理者の指定について 

議案第６６号  月性展示館の指定管理者の指定について 

議案第６７号  工事請負変更契約の締結について 

議案第６８号  字の区域の変更について 

議案第６９号  市道路線の認定について 

議案第７０号  市道路線の廃止について 
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議案第７１号  令和７年度柳井市一般会計補正予算（第３号） 

議案第７２号  令和７年度柳井市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第７３号  令和７年度柳井市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第７４号  令和７年度柳井市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第７５号  令和７年度柳井市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

報告第１５号  教育委員会事務の点検及び評価について 

報告第１６号  専決処分の報告について 
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柳井市告示第６３号 

令和７年第４回柳井市議会定例会を、次のとおり招集する。 

令和７年１２月５日 

柳井市長  井 原 健太郎 

１ 期 日  令和７年１２月１５日 

２ 場 所  柳井市議会議場 
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議案第５０号 

   柳井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

 柳井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように定めるも

のとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

   柳井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第２０条） 

 第２章 乳児等通園支援事業 

  第１節 通則（第２１条） 

  第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２２条－第２６条） 

  第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２７条・第２８条） 

 第３章 雑則（第２９条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４ 

条の１６第１項の規定に基づき、法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業の設 

備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「最低基準」という。）に関し必 

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、特に定めのない限り、法及び最低基準にお 

いて使用する用語の例による。  

 （最低基準の目的） 

第３条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受 

けた職員（乳児等通園支援事業所の管理者を含む。以下同じ。）が、乳児等通園支援（乳児

等通園支援事業として行う法第６条の３第２３項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提

供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。）を提供すること

により、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）

が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

 （最低基準の向上） 

第４条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する 

乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）に対し、最低基準 
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を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 （最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させな 

ければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、 

最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

 （乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人 

格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地 

域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなけれ 

ばならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその 

改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常 

にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けな 

ければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児 

に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

 （乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な 

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓 

練（次項の訓練を除く。）をするように努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓練を行わなけれ 

ばならない。 

 （安全計画の策定等） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業 

所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業 

所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安 

全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事 

項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置 

を講じなければならない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修 

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよ 

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変 

更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その 

他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、 

点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所 

在を確認しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並 

列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものそ 

の他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認めら 

れるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳 

幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児 

の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、 

児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓 

練を受けたものでなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める事業の目的を 

達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ 

ればならない。 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準） 

第１２条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置する場合は、その行う 

乳児等通園支援に支障がないときに限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び 

職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

 （利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１３条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する 

費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 （虐待等の防止） 
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第１４条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号 

に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （衛生管理等） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水 

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又 

はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研 

修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければ 

ならない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管

理を適正に行わなければならない。 

 （食事） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法に 

より行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、 

保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事 

項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

（２）その提供する乳児等通園支援の内容 

（３）職員の職種、員数及び職務の内容 

（４）乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日 

（５）保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（６）利用定員 

（７）乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意 

事項 

（８）緊急時等における対応方法 

（９）非常災害対策 

（10）虐待の防止のための措置に関する事項 

（11）その他乳児等通園支援事業の運営に関する事項 

 （乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第１８条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明ら 

かにする帳簿を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 
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第１９条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼 

児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利 

用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情への対応） 

第２０条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその 

保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置 

する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市からの指導又は助言を受 

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

   第２章 乳児等通園支援事業 

    第１節 通則 

 （乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援 

事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当し 

ないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに関する教 

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こど

も園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。

以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業

所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」と

いう。）がその施設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。）の総数

に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳

幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

    第２節 一般型乳児等通園支援事業 

 （設備の基準） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援事業所」と 

いう。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室 

又はほふく室及び便所を設けること。 

（２）乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき、１．６５平方メートル以上であるこ 

と。 
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（３）ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であるこ 

と。 

（４）乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

（５）満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及 

び便所を設けること。 

（６）保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上であるこ 

と。 

（７）保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

（８）乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける建 

物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は、次のアからクま 

でに掲げる要件に該当するものであること。 

  ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又 

は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分 

ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１

項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路

又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこ

れに準ずる設備 

３ 屋外階段 
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４階 

以上 

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段 

 ２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階

段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合においては、当

該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設けられている階ま

での部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室

が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規

定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、か

つ、同条第３項第３号、第４号及び第１０号を満たすものとする。

） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階

段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か 

らその一に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。 

  エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 

を除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一 

般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火 

構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で 

区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床 

若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられ 

ていること。 

  （ア）スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

  （イ）調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の 

外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

  オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料で 

していること。 

  カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する 

設備が設けられていること。 

  キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている 

こと。 

  ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎 
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処理が施されていること。 

 （職員） 

第２３条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員と 

して市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修 

了した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならな 

い。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳未満 

の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般 

型乳児等通園支援事業所一につき２人を下ることはできない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事す 

るものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般 

型乳児等通園支援事業に従事する職員を１人とすることができる。 

（１）当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業 

（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳 

児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員（保育その他の子育て支援に従事 

する職員に限る。）による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支 

援事業に従事する職員が保育士であるとき。 

（２）当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以下である場合であ 

って、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一 

般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当た 

って当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。 

 （設備及び職員の基準の特例） 

第２４条 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を行う事業者が、 

当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規 

定は適用しない。 

 （乳児等通園支援の内容） 

第２５条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運 

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣が定める 

指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状 

況等に応じて提供されなければならない。 

 （保護者との連絡） 

第２６条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、 

乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならな 

い。 
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    第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

 （設備及び職員の基準） 

第２７条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳児等通園支援事 

業所」という。）の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、 

当該各号に定めるところによる。 

（１）保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限る。） 

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２項に規定する 

主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

（３）幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営 

に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）  

（４）家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 

２６年厚生労働省令第６１号）（居宅訪問型保育事業に係るものを除く。） 

 （準用） 

第２８条 第２５条及び第２６条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録） 

第２９条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作成その他 

これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２４条の規定は、令和８年４月１日から施

行する。 
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議案第５１号 

   柳井市開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について 

 柳井市開発行為等の許可の基準に関する条例を次のように定めるものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市開発行為等の許可の基準に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３３

条第３項並びに都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第

２９条の２第２項第１号及び第３号の規定に基づき、開発許可の基準の緩和に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び政令において使用する用語の例による。 

（開発区域の面積の最低限度） 

第３条 法第３３条第３項の規定による政令第２５条第６号に規定する公園、緑地又は広場の

設置に係る制限の緩和は、政令第２９条の２第２項第３号イに定める基準により、開発行為

に係る開発区域の面積の最低限度を１ヘクタールとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受理された法第２９条第１項の規定による許可の申請に係る許可

の基準については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る施行の日以後に受理され

た法第３５条の２第１項の規定による変更の許可の申請に係る許可の基準については、この

条例の規定を適用する。 
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議案第５２号 

   柳井市弓道場条例の制定について 

 柳井市弓道場条例を次のように定めるものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

   柳井市弓道場条例 

（設置） 

第１条 武道の振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与す

ることを目的として、柳井市弓道場（以下「弓道場」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１）名称 柳井市弓道場 

（２）位置 柳井市柳井３８９５番地２ 

（休館日） 

第３条 弓道場の休館日は、１２月２９日から翌年の１月３日までの間とする。ただし、柳井

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めるときは、休館日を変更し、又

は臨時に休館することができる。 

（使用時間） 

第４条 弓道場の使用時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、教育委員会が特に

必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（使用の許可） 

第５条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならな

い。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 教育委員会は、弓道場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ることができる。 

（許可の制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

（１）公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

（２）集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めると

き。 

（３）物品の販売、商業宣伝等を主たる目的とする行為で使用させることが適当でないとき。 

（４）建物及び附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。 

（５）その他管理上支障があると認めるとき。 

（許可の取消し等） 

15



第７条 教育委員会は、弓道場の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号

のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変

更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその

責めを負わない。 

（１）偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

（２）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（３）使用の条件に違反したとき。 

（４）その他教育委員会が使用させることが適当でないと認めるとき。 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表第１及び別表第２に掲げる額の使用料を納付しなければならない。た

だし、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（原状回復） 

第１０条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停

止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。 

（目的外使用等の禁止） 

第１１条 使用者は、許可を受けた目的以外に弓道場を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、

若しくは転貸してはならない。 

（損害賠償） 

第１２条 建物又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（柳井市都市公園条例の一部改正） 

２ 柳井市都市公園条例（平成１７年柳井市条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１翠が丘防災運動公園の項を次のように改める。 
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翠が丘防災

運動公園 

柳井市立

柳井図書

館 

別に条例で定める。 別に条例で定める。 

柳井市弓

道場 

別に条例で定める。 別に条例で定める。 

別表第２翠が丘防災運動公園の項を次のように改める。 

翠が丘防災運動公園 

柳井市立柳井図書館 

柳井市弓道場 

（準備行為） 

３ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 
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別表第１（第８条関係） 

弓道場使用料 

区分 

使用料（１時間につき） 

午前９時から 

午後９時まで 

午後９時から 

午前９時まで 

弓道場 

専用使用 ７７０円  ９２０円  

個人使用 １１０円  １３０円  

備考 

１ 許可使用時間を超えて使用した時間に１時間未満の端数があるとき、又はその時間が

１時間未満であるときは、その端数の時間は、１時間として計算する。 

２ 使用時間には、準備及び設備等を原状に復するために必要な時間を含むものとする。 

３ 児童、生徒若しくは学生（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校の

児童、生徒及び学生をいい、市の住民である者又は市内の学校に在籍する者に限る。）

が使用する場合又は体育の振興を目的とする公共的団体（市内に活動の本拠を持つもの

に限る。）がアマチュアスポーツに使用する場合の使用料の額は、前記の使用料の額の

半額とする。 

４ 使用料の算定において１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。 

別表第２（第８条関係） 

附属施設等使用料 

附属施設等 使用料（１時間につき） 

冷暖房設備（役員室） ５０円  

備考 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は１時間として計算する。 
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議案第５３号 

柳井市武道館等に関する条例の全部改正について 

柳井市武道館等に関する条例の全部を改正するものとする。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市武道館条例 

柳井市武道館等に関する条例（平成１７年柳井市条例第１６１号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 武道の振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与す

ることを目的として、柳井市武道館（以下「武道館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１）名称 柳井市武道館 

（２）位置 柳井市南浜三丁目２番３号 

 （指定管理者による管理） 

第３条 武道館の管理は、法人その他の団体であって市が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせるものとする。 

（休館日） 

第４条 武道館の休館日は、１２月２８日から翌年の１月４日までの間とする。ただし、指定

管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ柳井市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（利用時間） 

第５条 武道館の利用時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを変更することができ

る。 

（利用の許可） 

第６条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならな

い。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 指定管理者は、武道館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ることができる。 

（許可の制限） 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。 

（１）公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

（２）集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めると
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き。 

（３）物品の販売、商業宣伝等を主たる目的とする行為で利用させることが適当でないとき。 

（４）建物及び附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。 

（５）その他管理上支障があると認めるとき。 

（許可の取消し等） 

第８条 指定管理者は、武道館の利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各号

のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条

件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指

定管理者はその責めを負わない。 

（１）偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。 

（２）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（３）利用の条件に違反したとき。 

（４）その他指定管理者が利用させることが適当でないと認めるとき。 

（利用料金） 

第９条 利用者は、武道館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければ

ならない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免するこ

とができる。 

２ 利用料金の額は、別表第１及び別表第２に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て、定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第１０条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。 

（利用料金の還付） 

第１１条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（特別の設備） 

第１２条 利用者は、武道館の利用に当たって特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用し

ようとするときは、指定管理者の許可を受け、利用者の負担においてこれを行わなければな

らない。 

（原状回復） 

第１３条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停

止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第１４条 利用者は、許可を受けた目的以外に武道館を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、

若しくは転貸してはならない。 
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（損害賠償） 

第１５条 建物又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者が行う業務） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）武道館の利用許可に関する業務 

（２）武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、武道館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の

みの権限に属する事務を除く業務 

（指定管理者の管理の期間） 

第１７条 指定管理者が武道館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の

４月１日（当該指定を受けた日が４月１日である場合は、当該の日）から起算して５年間と

する。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、改正前の柳井市武道館等に関する条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

３ 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、

なお改正前の条例の例による。 
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別表第１（第９条関係） 

武道館利用料金 

利用場所 利用料金 利用区分 

武道場 １時間につき １，１００円（入場料その他これ

に類する料金を徴収しないでアマチュアスポーツ

に利用するときの利用料金） 

専用利用料金 

トレーニング室 １人 １回（３時間以内） 

中学生以下 １１０円 その他の者 ２２０円 

個人利用料金 

備考 

１ 入場料等を徴収しないでアマチュアスポーツ以外に利用する場合の専用利用料金の額

は、この表に定める利用料金の額の１０倍に相当する額とする。 

２ 入場料等を徴収し、アマチュアスポーツで高校生以下の者が利用する場合の専用利用

料金の額は、この表に定める利用料金の額の３倍に相当する額とし、その他の者が利用

する場合の専用利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の１０倍に相当する額と

する。 

３ 入場料等を徴収し、アマチュアスポーツ以外に利用する場合の専用利用料金の額は、

この表に定める利用料金の額の５０倍に相当する額とする。 

４ 武道場は、２分の１に区分して利用することができるものとし、その場合の専用利用

料金の額は、この表に定める利用料金の額の２分の１に相当する額とする。 

５ 利用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は１時間として計算する。 

６ 利用者が第４条に規定する利用時間を超えて利用するときの専用利用料金の額は、こ

の表に定める利用料金の額に、その超える利用時間１時間につき、この表に定める利用

料金の額の１００分の２０に相当する額を加算した額とするものとし、この場合におい

て１時間未満の端数は、１時間とする。ただし、２時間を超えて利用することはできな

い。 

７ 利用者が休日等（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日をいう。）に利用する場合の専用利用料金の額は、この表

に定める利用料金の額に利用する時間数を乗じて得た額の１００分の２０に相当する額

を当該利用料金の額に加算した額とする。 

８ 市の住民以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に

利用する時間数を乗じて得た額の１００分の５０に相当する額を当該利用料金の額に加

算した額とする。 
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９ 利用時間には、準備及び設備等を原状に復するために必要な時間を含むものとする。 

１０ 利用料金の算定において１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

別表第２（第９条関係） 

附属施設等利用料金 

附属施設等 単位 利用料金 

会議・研修室 １日 １回 １，１００円 

トレーニング室 １日 １回 ７３０円 

放送設備 １日 １回 １，６５０円 

器具 １点又は１組１回につき ３，３００円の範囲内で市長が別に

定める。 

冷暖房（会議・研修

室） 

１時間につき ２７０円 

備考 

１ 会議・研修室は、２分の１に区分して利用することができるものとし、その場合の利

用料金の額は、この表に定める利用料金の額の２分の１に相当する額とする。 

２ 利用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は１時間として計算する。 

３ 市の住民以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の

１００分の５０に相当する額を当該利用料金の額に加算した額とする。 
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議案第５４号 

柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及

び柳井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び柳

井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改

正するものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及

び柳井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

（柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 柳井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年柳井市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準

用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

（柳井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 柳井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年柳井市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５５号 

柳井市事務連絡委託費交付条例の一部改正について 

柳井市事務連絡委託費交付条例の一部を次のように改正するものとする。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市事務連絡委託費交付条例の一部を改正する条例 

柳井市事務連絡委託費交付条例（平成１７年柳井市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「自治会長（自治会長において定めた者を含む。以下「自治会長等」という。）」

を「自治会」に改める。 

第２条中「自治会長等」を「自治会」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５６号 

柳井市基金条例の一部改正について 

柳井市基金条例の一部を次のように改正するものとする。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市基金条例の一部を改正する条例 

柳井市基金条例（平成１７年柳井市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表柳井市日積林野区積立基金の項の次に次のように加える。 

柳井市伊保庄林野

区積立基金 

伊保庄林野区の造林事業、公共事業及

びその他運営に必要な経費の財源に充

てるため 

市有林野区事業特別会

計歳入歳出予算で定め

る額 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５７号 

   柳井市手数料条例の一部改正について 

 柳井市手数料条例の一部を次のように改正するものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市手数料条例の一部を改正する条例 

柳井市手数料条例（平成１７年柳井市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

別表手数料を徴収する事項の欄中「所得証明、納税証明、課税証明書の交付」を「課税証明

書及び納税証明書の交付」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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議案第５８号 

柳井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

柳井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正

するものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

 柳井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年柳井市条例

第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

 第１７条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健

康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診

査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が行われ

た場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に

相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の

結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

28



議案第５９号 

柳井市市有林野条例の一部改正について 

柳井市市有林野条例の一部を次のように改正するものとする。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市市有林野条例の一部を改正する条例 

柳井市市有林野条例（平成１７年柳井市条例第１１３号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１項中「及び阿月」を「、伊保庄及び阿月」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６０号 

   柳井市下水道条例の一部改正について 

 柳井市下水道条例の一部を次のように改正するものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

   柳井市下水道条例の一部を改正する条例 

柳井市下水道条例（平成１７年柳井市条例第１２９号）の一部を次のように改正する。 

第８条ただし書を次のように改める。 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は、この限りでない。 

（１）除害施設の新設等の工事を行う場合において、市長が除害施設の工事に関し技能を有す

ると認めた者が行う工事 

（２）災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２７年法

律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以下この号にお

いて同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村

長の指定を受けた者が行う工事 

第２４条第２項第４号中「（昭和２７年法律第２９２号）」を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６１号 

   柳井市農業集落排水施設条例の一部改正について 

 柳井市農業集落排水施設条例の一部を次のように改正するものとする。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

   柳井市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 

柳井市農業集落排水施設条例（平成１７年柳井市条例第１０４号）の一部を次のように改正

する。 

第９条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以下この条

において同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町

村長の指定を受けた者が行う工事については、この限りでない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６２号 

   柳井市大畠総合センターの指定管理者の指定について 

 下記のとおり柳井市大畠総合センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

  名  称  柳井市大畠総合センター 

  位  置  柳井市神代４８３０番地 

２ 指定管理者となる団体 

  名  称  大畠地区社会福祉協議会 

  代表者名  会長  堀 内  洋 

  所 在 地  柳井市神代４８３０番地 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第６３号 

   柳井市平郡デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 下記のとおり柳井市平郡デイサービスセンターの指定管理者を指定することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

  名  称  柳井市平郡デイサービスセンター 

  位  置  柳井市平郡１８２４番地２ 

２ 指定管理者となる団体 

  名  称  社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

  代表者名  会長  杉 森 定 夫 

  所 在 地  柳井市南町三丁目９番２号 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第６４号 

   柳井市大畠観光センターの指定管理者の指定について 

 下記のとおり柳井市大畠観光センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

  名   称  柳井市大畠観光センター 

  位   置  柳井市神代４１４４番地９ 

２ 指定管理者となる団体 

  名   称  大畠産業振興協会 

  代表者名   会長  河 本 義 方 

  所 在 地   柳井市神代４８３０番地 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第６５号 

   アクティブやないの指定管理者の指定について 

 下記のとおりアクティブやないの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

  名  称  アクティブやない 

  位  置  柳井市柳井３７１８番地１６ 

２ 指定管理者となる団体 

  名  称  公益社団法人 柳井広域シルバー人材センター 

  代表者名  理事長  内 藤 英 博 

  所 在 地  柳井市南町三丁目９番２号 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第６６号 

   月性展示館の指定管理者の指定について 

 下記のとおり月性展示館の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

  名 称  月性展示館 

  位 置  柳井市遠崎１２４５番地２ 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称  公益財団法人 僧月性顕彰会 

  代表者名  代表理事  西 原 光 治 

  所 在 地  柳井市大畠１５００番地 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

36



 

議案第６７号 

工事請負変更契約の締結について 

下記のとおり工事請負変更契約を締結することについて、柳井市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年柳井市条例第５０号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 契約の目的     庁舎浸水対策改修電気設備工事 

２ 契約の方法     随意契約 

３ 変更前の契約金額  １６３，６８０，０００円 

 変更後の契約金額  １９８，８０３，０００円 

４ 契約の相手方    柳井市新市沖２番１３号  

          トオル電気株式会社 代表取締役 宮 本  稔 
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（参 考） 

  工事名     庁舎浸水対策改修電気設備工事 

  変更前の工期  自 令和７年６月２８日 

          至 令和８年３月２７日 

変更後の工期  自 令和７年６月２８日 

          至 令和８年５月２９日 

 

 

38



 

議案第６８号 

字の区域の変更について 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づき行う国営南周防土地改良事業の施行に伴

い、別紙のとおり字の区域を変更することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

令和７年１２月１５日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  
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大原換地区            字の区域の変更明細書                （別紙） 

処分前の土地に接する市有地である水路を併せて変更する。 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

日積 高免 日積 大原 ４６３７の１の一部 田 

〃 捻藪 〃 鳥屋尾 ４９２４ 〃 

〃 大原 〃 高免 ５１８３の６の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ５１８４の１の一部 〃 
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東割石換地区             字の区域の変更明細書 

処分前の土地に接する市有地である水路を併せて変更する。 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

日積 道勘 日積 宗行 ８５２２の２の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ８５２３の一部 畑 

〃 実近 〃 道勘 ８５５０の１の一部 田 

〃 道勘 〃 実近 ８５７１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ８５７２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ８５７４の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ８５８７の一部 〃 
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伊保庄第１換地区            字の区域の変更明細書 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

伊保庄 砂入 伊保庄 横田 ２８３６の４ 田 

〃 田口 〃 砂入 ２９０５の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２９０６の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２９０７の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２９１３の３の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２９１３の４の一部 宅地 

〃 諸井田 〃 上峠 ３０４７の１の一部 田 

〃 上峠 〃 諸井田 ３０７８の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０７８の２の一部 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 ３０７８の３の一部 田 

〃 諸井田 〃 上岡 ３０７９の１の一部 〃 

〃 上峠 〃 〃 ３０７９の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０７９の２の一部 雑種地 

〃 諸井田 〃 〃 ３０７９の２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０７９の３ 田 

〃 〃 〃 〃 ３０７９の４ 宅地 

〃 上峠 〃 〃 ３０７９の５ 公衆用道路 

〃 諸井田 〃 〃 ３０８０の１の一部 田 

〃 上峠 〃 〃 ３０８０の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０８０の２ 公衆用道路 

〃 諸井田 〃 〃 ３０８１の１の一部 畑 

〃 上峠 〃 〃 ３０８１の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０８１の２の一部 公衆用道路 

〃 諸井田 〃 〃 ３０８１の２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０８９ 山林 

〃 〃 〃 〃 ３０９０ 畑 

〃 〃 〃 〃 ３０９１ 山林 

〃 〃 〃 〃 ３０９２ 田 

〃 〃 〃 〃 ３０９３の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３０９３の２の一部 雑種地 
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処分前の土地に接する市有地である道路、水路を併せて変更する。 

 

 

 

 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

伊保庄 諸井田 伊保庄 上岡 ３０９３の３の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ３０９３の４の一部 宅地 

〃 〃 〃 折出 ３１７２の１の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ３１７３の１の一部 畑 

〃 〃 〃 〃 ３１７３の２ 田 

〃 〃 〃 〃 ３１７３の３の一部 雑種地 

〃 〃 〃 〃 ３１７４の２ 畑 

〃 〃 〃 〃 ３１７５の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３１７５の２の一部 宅地 

〃 〃 〃 原 ３２１３の１の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ３２１３の２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ３２１５の５の一部 公衆用道路 
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伊保庄第２換地区            字の区域の変更明細書 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

伊保庄 長尾原 伊保庄 引地 １２３０の１の一部 田 

〃 下疫神 〃 〃 １２３０の１の一部 〃 

〃 引地 〃 庚申原 １２３４の６ 公衆用道路 

〃 〃 〃 上阿原 １２４８の２ 〃 

〃 〃 〃 〃 １２４８の５ 田 

〃 〃 〃 〃 １２５０の４ 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 １２５０の７ 田 

〃 〃 〃 〃 １２５０の８ 〃 

〃 〃 〃 〃 １２５８の２ 宅地 

〃 〃 〃 〃 １２５８の３ 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 １２５８の４ 田 

〃 〃 〃 〃 １２６２ 山林 

〃 流田 〃 刈屋田 １４６９の３ 雑種地 

〃 〃 〃 〃 １４６９の４ 田 

〃 〃 〃 〃 １４７０の３ 〃 

〃 長尾原 〃 清力 １５２４の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 １５２６の一部 〃 

〃 引地 〃 長尾原 １５２９の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 １５２９の１の一部 畑 

〃 下疫神 〃 〃 １５２９の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 １５３１の１の一部 田 

〃 〃 〃 〃 １５３１の２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 １５３７の一部 〃 

〃 下福井原 〃 福井原 １８５２の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 １８５３の１の一部 〃 

〃 山近 〃 城力 ２３２６の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の３の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の４ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の５の一部 〃 
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処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

伊保庄 山近 伊保庄 城力 ２３２６の６ 田 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の７ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の８ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の９ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３２６の１０ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３３４の１ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３３４の２ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２３３４の３ 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 ２３３５の１ 田 

〃 〃 〃 〃 ２３３５の２ 公衆用道路 

〃 長宗 〃 山近 ２３４６の１の一部 田 

〃 山近 〃 長宗 ２４２１の１の一部 畑 

〃 〃 〃 〃 ２４２１の４の一部 公衆用道路 

〃 明力 〃 五反田 ２４８４ 田 

〃 〃 〃 〃 ２４８５の１ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４８６ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４８７の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４８７の２ ため池 

〃 〃 〃 〃 ２４９０の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ２４９１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４９２の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４９３の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４９４の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２４９５の１の一部 〃 

〃 五反田 〃 前小野 ２５００の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５０１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５０４の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５０５の１の一部 〃 

〃 前小野 〃 川尻 ２５２０の１ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５２１ 〃 
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処分前の土地に接する市有地である道路、水路を併せて変更する。 

処  分  後 処       分       前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地     番 地    目 

伊保庄 前小野 伊保庄 川尻 ２５２２の一部 田 

〃 〃 〃 〃 ２５２３の１の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５２３の２ ため池 

〃 〃 〃 〃 ２５２４ 田 

〃 〃 〃 〃 ２５３０の１ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５５３の１ 〃 

〃 〃 〃 〃 ２５５３の３ 〃 
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議案第６９号 

   市道路線の認定について 

 下記のとおり市道路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８

条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

記 

路線番号 路 線 名 
起   点 

終   点 
重要な経過地 

１３００ 伊豫金５号線 
柳井市柳井字伊予金４７５６－１７ 

柳井市柳井字伊予金４７５８－９ 
伊予金 

１３０１ 山崎４号線 
柳井市柳井字宮ノ前２４６－１ 

柳井市柳井字山崎３０６－１ 
山崎 

１３０２ 稲積１号線 
柳井市柳井字稲積１４－１ 

柳井市柳井字稲積１６－６ 
稲積 

１３０３ 稲積２号線 
柳井市柳井字稲積１３－１ 

柳井市柳井字稲積１３－１ 
稲積 

１３０４ 後浴３号線 
柳井市柳井字後浴３９２８－１２ 

柳井市柳井字後浴３９２８－２２ 
後浴 

１３０５ 後浴４号線 
柳井市柳井字後浴３９２７－５ 

柳井市柳井字後浴３９２７－１４ 
後浴 

１３０６ 岩鼻線 
柳井市柳井字岩鼻４７６９－１ 

柳井市柳井字岩鼻４７６９－８ 
岩鼻 

１３０７ 下海田４号線 
柳井市柳井字下海田４７４２－５ 

柳井市柳井字下海田４７４２－７ 
下海田 

１３０８ 行年線 
柳井市柳井字行年１０２－３ 

柳井市柳井字行年１０２－５ 
行年 
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１３０９ 松ケ前線 
柳井市柳井字松ケ前４６８８－１ 

柳井市柳井字松ケ前４６８９－１ 
松ケ前 

１３１０ 大田２号線 
柳井市柳井字大田４６８４－１ 

柳井市柳井字大田４６８４－７ 
大田 

１３１１ 大田３号線 
柳井市柳井字大田４６７９－１ 

柳井市柳井字大田４６７９－６ 
大田 

１３１２ 河原４号線 
柳井市柳井字河原１５０９－７ 

柳井市柳井字河原１５０９－１０ 
河原 

１３１３ 大立田線 
柳井市柳井字大立田４７０５－３ 

柳井市柳井字大立田４７０５－１０ 
大立田 

１３１４ 砂田４号線 
柳井市柳井字砂田４７７１－１２ 

柳井市柳井字砂田４７７１－１５ 
砂田 

１３１５ 砂田５号線 
柳井市柳井字砂田４６９６－１２ 

柳井市柳井字砂田４６９６－１０ 
砂田 

１３１６ 源介内線 
柳井市柳井字樋ノ上３８３６－６ 

柳井市柳井字源介内３８５１－１０ 
源介内 

１３１７ 田布路木新開線 
柳井市古開作字田布路木新開９７９－５ 

柳井市伊保庄字東田布路木５２０９－２ 
田布路木新開 

１３１８ 境開２号線 
柳井市中央三丁目２８３－１ 

柳井市中央三丁目２８２－４ 
中央三丁目 

１３１９ 境開３号線 
柳井市中央三丁目２７８－１ 

柳井市中央三丁目２７８－１ 
中央三丁目 

１３２０ 境開４号線 
柳井市中央三丁目２７９－１ 

柳井市中央三丁目２８２－４ 
中央三丁目 

１３２１ 東土手２号線 
柳井市東土手２６１２－５１ 

柳井市東土手２５８２－２０ 
東土手 
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１３２２ 箕越線 
柳井市中央三丁目２５９－１ 

柳井市中央三丁目２６０－２８ 
中央三丁目 

２０６５ 長祖生線 
柳井市伊陸字長祖生１２４３１－２１ 

柳井市伊陸字長祖生１２４３９－１ 
長祖生 

３０３７ 岡土居線 
柳井市伊陸字岡土居５４４６－５ 

柳井市伊陸字岡土居５４５４－８ 
岡土居 

４０７２ 苗代地２号線 
柳井市新庄字苗代地２９５２－１ 

柳井市新庄字苗代地２９５４－１ 
苗代地 

４０７３ 新庄宮ノ前線 
柳井市新庄字宮ノ前２６０６－１２ 

柳井市新庄字宮ノ前２６０６－８ 
宮ノ前 

４０７４ 築出２号線 
柳井市新庄字築出６－１６ 

柳井市新庄字築出６－２０ 
築出 

４０７５ 樋ノ口線 
柳井市新庄字樋ノ口４４７－１１ 

柳井市新庄字樋ノ口４４７－１１ 
樋ノ口 

５０３５ 長尾山新宮線 
柳井市余田字長尾山３２６９－７ 

柳井市余田字新宮１０８２４－４ 
長尾山 

６０５６ 旭ヶ丘８号線 
柳井市旭ヶ丘７００４－１ 

柳井市伊保庄字笠首５１００－１８ 
旭ヶ丘 

６０５７ 旭ヶ丘９号線 
柳井市旭ヶ丘７００２－２ 

柳井市旭ヶ丘７００２－８ 
旭ヶ丘 

６０５８ 旭ヶ丘１０号線 
柳井市旭ヶ丘７００３－１０ 

柳井市旭ヶ丘７００３－１１ 
旭ヶ丘 

６０５９ 疫神宮田線 
柳井市伊保庄字疫神３４８８－１ 

柳井市伊保庄字宮田３４７４－１ 
疫神 
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位置図 

 

（大田２号線、大田３号線、後浴３号線、後浴４号線、岩鼻線、伊豫金５号線、下海田

４号線、松ケ前線、大立田線、砂田４号線、砂田５号線、源介内線、箕越線、境開２号

線、境開３号線、境開４号線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田２号線 

大立田線 

松ケ前線 

大田３号線 

砂田４号線 

砂田５号線 

岩鼻線 

伊豫金５号線 

下海田４号線 

源介内線 

境開２号線 

境開３号線 

境開４号線 

箕越線 

後浴４号線 

後浴３号線 
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位置図 

 

（東土手２号線、河原４号線、山崎４号線、行年線、稲積１号線、稲積２号線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東土手２号線 

行年線 

山崎４号線 

河原４号線 

稲積１号線 

稲積２号線 

52



位置図 

 

（岡土居線、長祖生線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長祖生線 

岡土居線 
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位置図 

 

（新庄宮ノ前線、築出２号線、樋ノ口線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄宮ノ前線 

築出２号線 

樋ノ口線 
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位置図 

 

（長尾山新宮線） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長尾山新宮線 
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位置図 

 

（苗代地２号線、田布路木新開線、旭ヶ丘８号線、旭ヶ丘９号線、旭ヶ丘１０号線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苗代地２号線 

田布路木新開線 

旭ヶ丘８号線 

旭ヶ丘９号線 

旭ヶ丘１０号線 
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位置図 

 

（疫神宮田線） 

 

 

 

疫神宮田線 
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線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３００ 伊豫金５号線 ６７．４ｍ ６ｍ 

 

 

市道 伊豫金５号線 

主
要
地
方
道
柳
井
玖
珂
線 

起点 柳井字伊予金 4756-17 

終点 柳井字伊予金 4758-9 

58



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０１ 山崎４号線 ３３０ｍ ４ｍ～６ｍ 

 

 

市道 山崎４号線 

起点 柳井字宮ノ前 246-1 

終点 柳井字山崎 306-1 

59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０２ 稲積１号線 ８７ｍ ４ｍ 

 １３０３ 稲積２号線 ２０４ｍ ４ｍ～６ｍ 

 

 

 

市道 稲積１号線 稲積２号線 

終点 柳井字稲積 16-6 

起点 柳井字稲積 14-1 

起終点 柳井字稲積 13-1 

JR 山陽本線 至大畠駅 
至柳井港駅 

60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０４ 後浴３号線 １７０ｍ ５ｍ 

 １３０５ 後浴４号線 ５９ｍ ４ｍ 

市道 後浴３号線 後浴４号線 

起点 柳井字後浴 3928-12 

起点 柳井字後浴 3927-5 

終点 柳井字後浴 3927-14 

終点 柳井字後浴 3928-22 

61



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０６ 岩鼻線 ４５ｍ ４ｍ 

 

 

市道 岩鼻線 

終点 柳井字岩鼻 4769-8 

起点 柳井字岩鼻 4769-1 

農道 

市
道
砂
田
４
号
線 

62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０７ 下海田４号線 ２９ｍ ４ｍ 

 

 

市道 下海田４号線 

起点 柳井字下海田 4742-5 

終点 柳井字下海田 4742-7 

63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０８ 行年線 ６８ｍ ４ｍ 

 

 

市道 行年線 

終点 柳井字行年 102-5 

起点 柳井字行年 102-3 

64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３０９ 松ケ前線 １０５ｍ ９ｍ 

 

 

市道 松ケ前線 

起点 柳井字松ケ前 4688-1 

終点 柳井字松ケ前 4689-1 

農道下馬皿４号線 

市
道
大
立
田
線 

柳
井
き
た
ま
ち

郵
便
局 

65



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１０ 大田２号線 ３５ｍ ４ｍ 

 １３１１ 大田３号線 ４９ｍ ６ｍ 

市道 大田２号線 大田３号線 

終点 柳井字大田 4679-6 

起点 柳井字大田 4679-1 

終点 柳井字大田 4684-7 

起点 柳井字大田 4684-1 

農道下馬皿４号線 

66



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１２ 河原４号線 １２０ｍ ４ｍ 

 

 

市道 河原４号線 

終点 柳井字河原 1509-10 

起点 柳井字河原 1509-7 

67



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１３ 大立田線 ４７ｍ ６ｍ 

市道 大立田線 

起点 柳井字大立田 4705-3 

終点 柳井字大立田 4705-10 

柳
井
き
た
ま
ち

郵
便
局 

農道 

68



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１４ 砂田４号線 ３９ｍ ６ｍ 

 １３１５ 砂田５号線 ４１ｍ ６ｍ 

市道 砂田４号線 砂田５号線 

市
道
一
里
木
元
折
線 

市
道
砂
田
１
号
線 

市
道
砂
田
２
号
線 

終点 柳井字砂田 4771-15 

起点 柳井字砂田 4696-12 

終点 柳井字砂田 4696-10 

起点 柳井字砂田 4771-12 

市
道
岩
鼻
線 

69



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１６ 源介内線 １７５ｍ ４～５ｍ 

 

 

市道 源介内線 

終点 柳井字源介内 3851-10 

起点 柳井字樋ノ上 3836-6 

70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１７ 田布路木新開線 ９０ｍ ６ｍ 

 

市道 田布路木新開線 

起点 古開作字田布路木新開 979-5 

終点 伊保庄字東田布路木 5209-2 

71



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３１８ 境開２号線 １２５ｍ ４ｍ 

 １３１９ 境開３号線 ４０ｍ ４ｍ 

 １３２０ 境開４号線 ８２ｍ ４ｍ 

市道 境開２号線 境開３号線 境開４号線 

起終点 中央三丁目 278-1 

起点 中央三丁目 283-1 

起点 中央三丁目 279-1 

終点 中央三丁目 282-4 

終点 中央三丁目 282-4 

72



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３２１ 東土手２号線 １１６ｍ ４～５．５ｍ 

 

市道 東土手２号線 

起点 東土手 2612-51 

終点 東土手 2582-20 

73



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 １３２２ 箕越線 １１５ｍ ５ｍ 

 

市道 箕越線 

終点 中央三丁目 260-28 

起点 中央三丁目 259-1 

74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ２０６５ 長祖生線 １１５ｍ ４ｍ 

市道 長祖生線 

終点 伊陸字長祖生 12439-1 

起点 伊陸字長祖生 12431-21 

75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ３０３７ 岡土居線 ２２７ｍ ４ｍ 

市道 岡土居線 

終点 伊陸字岡土居 5454-8 

起点 伊陸字岡土居 5446-5 

76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ４０７２ 苗代地２号線 １１０ｍ ４ｍ～６ｍ 

 

 

市道 苗代地２号線 

起点 新庄字苗代地 2952-1 
終点 新庄字苗代地 2954-1 

77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ４０７３ 新庄宮ノ前線 ４５ｍ ６ｍ 

 

市道 新庄宮ノ前線 

JR 山陽本線 至田布施駅 至柳井駅 

主要地方道光柳井線 

終点 新庄字宮ノ前 2606-8 

起点 新庄字宮ノ前 2606-12 

市
道
富
尾
線 

柳井新庄

郵便局 

新
庄
小
学
校 

78



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ４０７４ 築出２号線 ７９ｍ ４～４.５ｍ 

市道 築出 2号線 

終点 新庄字築出 6-20 

起点 新庄字築出 6-16 

79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ４０７５ 樋ノ口線  ３４ｍ ５ｍ 

 

市道 樋ノ口線 

起終点 新庄字樋ノ口 447-11 

80



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ５０３５ 長尾山新宮線 １３０ｍ ５ｍ 

 

市道 長尾山新宮線 

起点 余田字長尾山 3269-7 

終点 余田字新宮 10824-4 

81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ６０５６ 旭ヶ丘８号線 １０１ｍ ４～９.５ｍ 

 

市道 旭ヶ丘８号線 

終点 伊保庄字笠首 5100-18 

起点 旭ヶ丘 7004-1 

82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ６０５７ 旭ヶ丘９号線 ９０ｍ ６ｍ 

 

市道 旭ヶ丘９号線 

起点 旭ヶ丘 7002-2 

終点 旭ヶ丘 7002-8 

83



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ６０５８ 旭ヶ丘１０号線 ５０ｍ ６ｍ 

 

市道 旭ヶ丘１０号線 

起点 旭ヶ丘 7003-10 

終点 旭ヶ丘 7003-11 

84



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ６０５９ 疫神宮田線 １５０ｍ １２．５ｍ 

 

市道 疫神宮田線 

起点 伊保庄字疫神 3488-1 

終点 伊保庄字宮田 3474-1 

85



議案第７０号 

   市道路線の廃止について 

 下記のとおり市道路線を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１

０条第３項において準用する第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

記 

路線番号 路 線 名 
起   点 

終   点 
重要な経過地 

３０３７ 中村１号線 
柳井市伊陸字岡土居 

柳井市伊陸字岡土居 
岡土居 
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市道 中村１号線 
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線種 路線番号 路線名 延長 幅員 

 ３０３７ 中村１号線 ３３０．５ｍ １．０～６．５ｍ 

市道 中村１号線 

終点 伊陸字岡土居 

起点 伊陸字岡土居 
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報告第１６号 

   専決処分の報告について 

 損害賠償に関する和解及び額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和７年１２月１５日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

  専決処分書 

 下記のとおり損害賠償に関する和解及び額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の

規定により専決処分する。 

  令和７年１２月４日 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

  令和７年９月７日柳井市遠崎地内市道東坪ノ内平田線において発生した道路陥没による自

動車損傷事故 

２ 和解及び損害賠償の相手方 

  住所等  柳井市 個人 

３ 和解の要旨及び損害賠償の額 

  柳井市は、相手方に対し、損害賠償金２７４，７７１円を支払うものとする。 
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